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（２）測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引

　渡は受けない。

　中間技術検査を行う。実施回数及び実施する段階は以下による。

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（１．５．８）

２１　技術検査

　（１．６．２）

　（１．７．１）

　測定

（１）化学物質の濃度測定の基準、測定方法、測定対象室及び測定箇所数は

　以下により実施する。

　・「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑

　制に関する措置について」（国営整第４号平成２４年４月５日）

　・「学校における室内空気汚染対策について」（１５ス学健第１１号平成１５年

○

　書

　７月４日）

測定対象室 測定箇所数 備考

２２　完成時の提出図

２０　化学物質の濃度

　を受託している者に支払うこと。

　書類（銀行振り込みの写し等）を提出）。

ること。

書等、標準図による。

　（１．７．４）

２５　機材

２６　施工

２４　標識その他

○

○

　　情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネッ

　トを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サー

　バーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。

（２）受注者は沖縄県ＣＡＬＳシステムの利用にあっては、１件当たり６７，０００

　円に消費税相当額を加えた使用許諾料を「沖縄県ＣＡＬＳシステム運営業務」

（３）沖縄県ＣＡＬＳシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督

　員に支払いの事実を報告し、確認を受けること（支払いの事実を証明する

　主機械室に機器等の取扱い方法、点検項目及び系統図等を記載したアクリ

ル樹脂製等の案内板を設ける。記載内容、設置場所等は監督員の承諾を受け

　監督員の指示がある場合を除き、工事に使用する機材の規格、性能等は図

示（機器仕様書等）によるほか標準仕様書等、標準図による。

　監督員の指示がある場合を除き、工事の施工は、図示によるほか標準仕様

　　【推奨ブラウザ】：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　８．０／９．０／１０．０

　本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。

（１）現場事務所等に情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のイン

　ターネット環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能

　な場合は、監督員と協議すること。

　　【インターネット環境】：ブロードバンド回線

　　【パソコンＯＳ】　　：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ／７／８

　ムの使用

２３　情報共有システ

　に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費（平日受入費

　用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な

　理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。

（６）撤去前に内容物（燃料、冷媒、吸収液、廃油等）の回収を要する機器、

　配管等がある場合、撤去部に有害物質を含む材料（アスベスト、鉛、ＰＣＢ

　等）が使用されている場合は、監督員と協議し、関係法令により適切に処

　置する。

（１）次の工事関係保険に加入すること。なお保険の加入期間は、原則とし

　て工事着工日から工事完成期日後１４日以上とする。

　※火災保険

　※組立保険

　※請負業者賠償責任保険

　・建設工事保険

　設がない場合はこの限りではない。

（５）本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、前

（２）本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入す

　る産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税（沖縄県産業廃棄物税）が課

　税されるので、適正に処理すること。

（３）工事着手前にあらかじめ、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進

　計画書を監督員に提出する。また、工事完成時には、再生資源利用実施書

　及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出する。なお、提出に当たって

　は国土交通省のホームページで提供されているＣＲＥＤＡＳ入力システムで作

　成したデータ形式により行うこと。

（４）受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を

　受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいく

　る材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。ただし、島内に当該施

１６　工事の保険等○

　　（１．３．９）

１５　発生材の処理等 　適切、安全な工事の実施のため、必要に応じ事前に施工調査を行う。（建

物や周辺の状況等調査、残存物品調査、アスベスト等有害物質調査など）

（１）マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。

・無　・有（図示）

・無　・有（図示）　※現場調査を行う

・無　・有（図示）

発生材の種類及び処理方法

引渡しを要するもの

特別管理産業廃棄物

再利用を図るもの

　（１．４．２）

１９　技能士

　（１．５．２）

　用等

　・労働災害総合保険

　※

（２）建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後一か

　月以内に加入を証明するための書類を発注者に提出する。

（３）建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。

　ア　掛金収納書を契約後一か月以内に発注者に提出する。

　イ　当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を

　　掲示する。

　ウ　未加入下請事業者に対する加入を指導する。

（１）本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。た

　だし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生

　資材を使用できる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆ

　いくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。また、ゆいく

　る材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用す

　ること。

（２）ゆいくる材の品質管理

　ア　ゆいくる材の品質管理にあたっては、標準仕様書等のほかに「ゆいく

　　る材品質管理要領」に基づいて行うこと。

　　イ　受注者は、工事請負代金額が５００万円以上でゆいくる材を使用する場

　　合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材

　　品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。

　　ウ　受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資

　　材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会のも

　　と実施しなければならない。

　　エ　受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に

　　試験結果を報告しなければならない。

※工事に使用する機材の品質等は図示（機器仕様書等）又はこれらと同等の

ものとする。（製品番号等は参考であり限定しない。）

※使用する機材はあらかじめ監督員の承諾を受ける。

※使用する機材が「建築資材・設備機材等品質性能評価事業」（一般社団法

人公共建築協会）による場合は、評価書の写しを監督員に提出する。

　技能士を適用する。技能検定の職種及び作業種別は以下による。

　・熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

　・建築板金施工（ダクト板金作業）

※

○

○

１８　機材の品質等

１７　ゆいくる材の使

（１）工事請負代金額が２，５００万円以上（建築一式工事の場合５，０００万円以上）

　の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置す

　る。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。

　ア　現場施工に着手するまでの期間

　　・請負契約の締結の日の翌日から平成　年　月　日までの期間について

　　は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　　※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設

　　置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、

　　主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場

　　施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せに

　　おいて定める。

　イ　検査終了後の期間

　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合

　　を除く）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主

　　任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が

　　終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日

　　（工事検査合格通知書における日付）とする。

（２）主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

　ア　建設業法第２６条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者

　　又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に３か月以上の雇用関係が

　　成立していなければならない。

　イ　受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監

　　理技術者の雇用関係を証明する書類（健康保険被保険者証等の写し）を

　　提出しなければならない。

（１）主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資

　料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主

　任技術者の資格は、以下による。

○

　資格

９　施工管理体制

　（１．３．１）

１０　主任技術者等の

　　次のイ又はロに掲げるもの

　　イ　建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定（以下「技術検

　　　定」という。）のうち、１級の管工事施工管理の検定種目に合格した

　　　者

　　ロ　技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二次試験のうち、技術

　　　部門を機械部門、上下水道部門又は衛生工学部門に合格した者

　・資格の区分２

　　次のイ又はロに掲げるもの

　　イ　技術検定のうち、１級又は２級の管工事施工管理の検定種目に合格

　　　した者

　　ロ　資格の区分１のロに掲げる者

　・資格の区分３

　　次のイ又はロに掲げるもの

　　イ　建設業法第７条第２号イ又はロに定める実務経験を有する者

　　ロ　昭和４７年建設省告示第３５２号により、上記と同等以上の知識及び技

　　　術、技能を有すると認定された者

（２）発注者へ資格を証明する資料を提出すること。

○

○

　全等

　（１．３．２）

１２　施工条件

１３　交通安全管理

　（１．３．６）

　（１．３．８）

　　（１．３．３）

１１　電気保安技術者

１４　施工中の環境保

　電気工作物に係る工事を行う場合は、その工事期間において監督員の承諾

を受けた電気保安技術者を配置し、電気工作物の保安業務を行うこと。

　施工条件は、図示及び以下による。

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　国道５路線及び県道７路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場

合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。（平成１８年１２月１日沖

縄県公安委員会告示第１６３号）

（１）「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成９年７月３１

　号）による建設機械を使用する。

（２）本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排

　出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付け建設省経機発第

　２４９号、最終改正平成１４年４月１日付け国総施設第２２５号）」に基づき指

　定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　　一般工事用建設機械（ディーゼルエンジン出力７．５～２６０ｋＷ）

　ア　バックホウ

　イ　車輪式トラクタショベル

　ウ　ブルドーザ

　エ　発動発電機

　オ　空気圧縮機

　カ　油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

　キ　ローラ類

　ク　ホイールクレーン

　日建設省告示第１５３６号、最終改正平成１３年４月９日国土交通省告示第４８７

○

　・資格の区分１

　※配管施工（建築配管作業）

　※冷凍、空気調和機器施工（冷凍、空気調和機器施工作業）

　　（１）　工事完成時に次の書類を完成図書として提出する。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

　完成届

　実施工程表

　施工計画書承諾願

　使用材料承諾願

　工事月報

　出来高数量総括表

　材料検査表

　各種保証書

　試験成績書

　各種申請書

　産業廃棄物マニュフェスト

　施工承諾図

　工事写真

　引渡書、鍵等引渡書

　取扱説明書

書類書式 規格 備考

　測定機器検定書を添付

　消防設備申請書等

　コピーを提出

　備品類すべて

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ３

Ａ３

Ａ４

　電子データ（ＰＤＦ）

　完成図（　白焼観音開製本）

　ＣＡＤデータ

　ＣＡＤデータ

－

－

工事名称

工事場所

発注機関

摘　　　要

検　　　印

管理建築士

沖縄都市モノレール株式会社

沖縄県那覇市字安次嶺３７７－２

沖縄都市モノレール工場棟及び
工作車庫増築工事（機械）

設　計 製　図

工　　　期 平成２９年１月１９日～平成２９年１２月８日

図面名称

縮　　　尺

図面番号

名　　　　称

代表取締役

所　在　地

工
　
事
　
者

株式会社　大城組

花城　一郎

NO SCALE

「完成図」

特記仕様書（機械設備）－２

沖縄県浦添市勢理客四丁目１８番５号

Ｍ－０２


